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はじめに 

安倍政権は、憲法改定を主張するとともに安保法制・戦争法を発動し、南スーダンに新たに派遣

する自衛隊の武器使用任務を拡大することで、戦後初めて、自衛隊員が海外で「殺し殺される」危

険が迫っています。また、医療・介護・年金など社会保障制度の大改悪、公約違反のＴＰＰの国会

審議、原発再稼働、沖縄の米軍基地建設などの悪政をいっそう強行しようとしています。 

加えて、アベノミクスによって、実質賃金が下がっているうえに、８％の消費税増税以来、国民

のくらしはいっそう困難になり、格差と貧困はますます拡大する事態となっています。 

こうした悪政のもとで、渋谷区では、昨年１年間の中小企業の倒産が１５７件、その失業者は７

７１人、生活保護は２，９０９世帯、３，２８０人となり、国民健康保険料の滞納世帯も３３．６

２％と増え続けています。 

また、１０月１日現在の認可保育園の待機児は４５１人と深刻な事態であり、特別養護老人ホー

ムの１０月現在の待機者は、５８６人になり、「何年待っても入れない」状況が続いています。 

日本共産党渋谷区議団が毎年とりくんでいる、くらしと区政についてのアンケートには、今年は

「収入が少ないため、高額な医療費や固定資産税などの負担で、貯金の切り崩しの生活がいつまで

も続くのか。老後は医療費が多くなるので不安だ」、「子どもを預けるところがないので働き続けら

れない」など、胸の痛くなる訴えが相次いで寄せられています。 

区民生活が困難な時だからこそ、区民の声に耳を傾け、くらしを応援し、福祉を優先する自治体

本来の役割の発揮が求められています。ところが長谷部区政は、区民不在で、福祉切り捨てと大企

業応援の区政を進めています。 

国保料は１２年連続の値上げが押し付けられ、生活保護世帯のくらしを支えていた冬の見舞金を

廃止し、障がい者の通院や外出に欠かせない福祉タクシー券を削減、介護の必要な要支援者に実施

している緩和サービスでは、生活を援助する訪問ヘルパーを無資格者でもできるようにし、介護報

酬を大幅に削減しました。 

その一方で、区庁舎建て替え計画では三井不動産に区役所の土地を貸し出し、超高層マンション

を建てさせる見返りに区役所と公会堂を建てさせ、同じく三井不動産に宮下公園用地を貸し出し、

公園整備と引き換えに巨大商業施設やホテルを建設し大儲けをさせようとしています。また東急な

ど大企業のための渋谷駅周辺再開発事業では、駅周辺に超高層ビルを林立させる巨大再開発事業に

９０億円もの区民の血税を投入しようとしています。都が土壌汚染のある豊洲東京ガス公場跡地に

築地市場を移転する計画に都民の批判や不安が広がっている中で、幡ヶ谷２丁目防災公園整備計画

では、地下水モニタリング結果から再汚染が懸念されているにもかかわらず、モニタリングの最中

なのに保育園や高齢者住宅の建設を進めることは認められません。 

日本共産党区議団は、大企業奉仕の事業や不要不急の事業を見直し、税金の使い方を、区民が主

人公でくらし福祉最優先の区政に転換することを求めます。そのため、貯め込んだ７３６億円の基

金は、区民生活を守るために使うべきです。 



国民健康保険料を引き下げ、削減した福祉タクシー券を元に戻すこと、７５歳以上の住民税非課税

世帯と高校生までの医療費の無料化、小中学校の給食費無償化などを実施することを強く求めま

す。また、区立認可保育園の増設を中心に保育所整備を進め待機児をゼロにすること、特別養護老

人ホームの増設を直ちにすすめるなど、区民生活応援を最優先にした予算編成にするよう強く求め

て、２０１７年度予算に対する要望書を提出します。 

 

 

【重点要求】 
 

１．保育園の待機児対策は、区立保育園の計画的整備を軸にして、認可園の増設を中心に進めるこ

と。私立保育園の保育を区立認可園並みに改善し、認可外保育室などの職員の処遇を改善するため

に助成を拡大すること。  

１０月１日現在、認可保育園を待機している子どもは４５１人と一層深刻になっている。日経Ｄ

ＵＡＬの調査では９割が認可保育園を第一希望にしている。大多数の保護者は、保育士が１０割配

置され、十分な広さを確保し、所得に応じた保育料の仕組みを持つ認可保育園を求めている。区が、

認可保育園を中心にして、公的責任で保育の質を守りながら待機児対策を進めることが求められて

いる。 

区が、この間、区立保育園を次々廃園にし、保育園の増設を民間任せにしてきたために、保育の

質や保育士の処遇の公私格差を広げ、近隣トラブルの原因の一つにもなっている。このやり方は、

保育の量とともに質を確保し、子どもの豊かな発達を保障したいと願う保護者や保育関係者の願い

にも、地域の環境を守りながら保育所の整備を求める住民の願いにも背くものである。 

民間まかせの保育施設整備の姿勢を改めて、区が責任を持ち、区立保育園の計画的整備を軸に、

認可保育園を中心に解消すべきである。その際、代々木２、３丁目の国家公務員宿舎跡地や幡ヶ谷

２丁目の都営住宅跡地はじめとした国、都有地や民間の土地を活用して認可園を増設すること。 

 また、保育の質の向上のため、私立保育園の職員の配置基準や待遇を区立認可園並みに引き上げ

るよう助成を拡大し、改善すること。認可外保育室などについては、配置する保育士は全員有資格

者とし、処遇改善を行えるよう助成を拡大すること。 

保育料については、低所得者の無料制度を維持すること。 
 
２．だれもが必要な介護サービスが受けられるよう、区として介護サービスを維持・拡充すること。

特別養護老人ホームの増設で待機者を解消すること。「地域包括ケア」の構築にあたっては、医

療と介護の連携や質の確保された切れ目のない介護サービスが提供できるよう区が責任を持つ

こと。 

４月からの総合事業の実施にともない、要支援者の生活援助の訪問介護と通所介護に、緩和サー

ビスが導入され、事業所に支払われる報酬は約７割に削減された。介護事業所は、これまで通り資

格のあるヘルパーで対応せざるを得ないため事業の継続が困難になったり、新規の要支援者を受け

入れられない事態となっている。要支援者の生活援助は重度化を防ぎ、介護費用の増大を抑制する

効果もある。緩和サービスは抜本的に見直し、要支援者の訪問介護、通所介護については介護専門

職による介護サービスが継続できるよう介護報酬も元に戻し、区が責任を持つこと。軽度者へのサ

ービス提供は、介護認定を原則とし、チェックリストは希望者に限ること。 
地域包括ケアの構築にあたっては、小規模多機能や特養などの施設の確保、医療と介護の連携や



質の確保された切れ目のない介護サービスが提供できるよう、区が責任を持つこと。また、そのた

めの財源を国に求めること。地域包括ケアの中核となる地域包括支援センターは、見守りや医療・

介護を必要とする高齢者全体に目が届くきめ細やかなサービスを提供するために、地域の医療・福

祉関係者、介護事業者、ＮＰＯ、ボランティア団体などのコーディネートが求められる。１１の地

域包括支援センターのすべてを地域包括ケアの拠点にふさわしく体制と機能を強化すること。

必要なすべての人が入所できるよう特別養護老人ホーム、グループホームを増設すること。また、

低所得者のための多床室を確保すること。国や都に対して、活用可能な国有地・都有地の情報提供

と無償提供や貸付料の大幅軽減を求めること。特養老人ホームの入所対象から要介護１、２の人が

排除されないよう、ケアマネや窓口に周知徹底するとともに、申請書に「特別理由」の記入を求め

ないこと。

区独自の保険料・利用料の負担軽減策について、預貯金や資産要件を撤廃し、非課税世帯にまで

拡大すること。利用料の２割負担や補足給付の切り捨てで利用料が２割になった人や補足給付が切

り捨てられた人に対する負担軽減措置をとること。 

３．安心して住み続けられるよう切り捨てた区独自の高齢者福祉施策を復活・充実させること。

 区は、住民の声に応えて全国的にも先進的な高齢者福祉を実現してきたことで、高齢者の自立し

た生活を支え、重度化を防いできた。ところが、昨年度から、高齢者福祉を次々と削減している。

この間、金婚祝い品を廃止し、高齢者マッサージサービスは４００円値上げして１回１２００円に、

寝具の乾燥は要介護認定を受けた人に制限し有料にした。区型介護サービスでは、時間延長サービ

ス、回数追加、生活援助、高齢者世帯援助、外出介助で１時間以上について６０円から３００円の

値上げ、訪問入浴介護サービスは、要支援者を対象から外し、緊急派遣型ホームヘルプサービスや

勤労者世帯支援外出介助ホームヘルプサービスは廃止した。こうした福祉切り捨ては、いつまでも

元気で暮らしたいとの区民の願いに逆行するだけでなく、医療・介護の重度化と介護保険や医療保

険財政の悪化も招くことになる。

区民が安心して住み続けられるよう、切り捨てた高齢者福祉を復活し、充実すること。

４．高すぎる国民健康保険料を引き下げ、低所得者の保険料の軽減を図ること。保険証のとりあげ

をやめ、負担増と給付抑制につながる都道府県化（広域化）は中止するよう国に求めること。

今年度の国保料は１２年連続で値上げされ、４人家族で年収４百万円の世帯では１万６４８５円

の大幅な値上げである。年間保険料は３９万１７０４円と１カ月分以上の給料に相当するほど高額

になっているため、滞納世帯は３３．６％に及んでいる。国と都に対し、負担金の増額を求めるこ

と。区として保険料を引き下げ、低所得者の保険料の軽減を拡大するとともに、生活保護基準の１．

１５倍の低所得者が申請すれば国保料の減免を受けられることを、加入者にわかりやすく周知する

こと。また、資格証明書が４８世帯、短期証が６６６世帯に発行されているが、受診抑制につなが

るのでやめること。

国がすすめている都道府県単位化（広域化）は、給付抑制を都道府県ごとに競わせ、区市町村の

繰入金をなくし保険料を一層引き上げることになるので中止を求めること。

５．区民が安心して医療にかかれるよう、区として７５歳以上の住民税非課税世帯の医療費を無料

にし、子ども医療費の無料化を高校生まで拡大すること。７０歳から７４歳の窓口負担を１割に

戻すとともに、後期高齢者医療制度を廃止するよう国に求めること。



高齢者のくらしは、物価高や年金削減と税や保険料の負担増などでますます深刻になっており、

受診抑制も広がっている。区として当面、７５歳以上の住民税非課税世帯の医療費を無料にするこ

と。また、国に対して、７０歳から７４歳の窓口負担を２割から１割に戻すとともに、７５歳以上

の高齢者を差別する後期高齢者医療制度を廃止し、高齢者の医療費を無料にするよう求めること。 
安心して子どもを育てられるよう、子ども医療費の無料化を高校生まで拡大すること。 

 
６．子どもの貧困が深刻になる中、教育予算を増額し、学校給食の無償化を実施すること。早急に

小中学校の全学年の３５人学級を実現するとともに、３０人学級に踏み出すこと。学校間に競争

と格差を持ち込む学校選択制はやめること。 

 家庭の経済力に関係なく、すべての子どもに豊かな育ちと教育の機会を保障することが求められ

ている。この間、小中学校運営費が削減されてきたため、子どもたちが楽しみにしていた行事の廃

止や、学校で支給していた習字用の半紙を持参させるなど、保護者負担の増大と教育環境の悪化を

招いている。一人ひとりの子どもたちを大切にする教育を実現するために、学校予算を抜本的に増

額すること。義務教育は、学校給食は子どもに食育にとつて重要な役割を果たしており、無償の原

則に立ち、直ちに公会計にして、無償にすること。渋谷区の奨学資金貸付制度に低所得者向け給付

制を導入すること。一人ひとりの子どもに目が届き、育ちに寄り添えるよう小中学校全学年の３５

人学級を、直ちに実施し、３０人学級に踏み出すこと。また、教師の多忙を解消するためにも、教

員、栄養士などの増員を国と都に求めるとともに、区としても独自に配置すること。 
 子どもを貧困から救うために、小中学生と１８歳以下の子どもを持つすべての家庭に実態調査を

行うこと。専門家を交えた全庁的な対策会議と専門部署を設置すること。ボランティアで行ってい

る「子ども食堂」などの活動に、場所の提供や食事代の支援を行うこと。 
 学校選択制は、地域の子育てのネットワークづくりを困難にし、地域のコミュニティや防災の拠

点としての学校の果たす役割を弱めるもので、やめること。 
 
７．就学援助の受給世帯の所得基準を生活保護の１．５倍まで拡大すること。 

中学校の保護者負担は、制服代などで年間１２万円から２０万円もかかるといわれている。低賃

金と消費税増税や物価高などで、子育て世帯の生活実態はますます悪化しており、教育費が大きな

家計負担になっている。渋谷区の就学援助の受給者は、中学生では３７．４％にも達しており、格

差と貧困は深刻である。 
就学援助は、区独自で生活保護基準の１．５倍まで基準額を引き上げること。また、他の自治体

では給付されているＰＴＡ活動費についても給付すること。入学準備学用品費は、入学前に支給す

ること。 
 
８．障がいのある人が人間らしく生活するために必要なサービスは原則無償にするよう国に求め

ること。障がいのある人が地域で安心してくらし続けられるよう障がい者施策を拡充し、グルー

プホーム・ケアホームを増設すること。削減した難病患者福祉手当を復活し、福祉タクシー券助

成制度は元に戻すこと。 

障害者権利条約の基本理念に基づいて、障がいのある人にとって必要なサービスは原則無償とす

るよう国に求めること。障がい者のグループホームや重度重複肢体障がい者の入所できる施設を増

設すること。移動支援については、直ちに必要なすべての人が利用できるよう通学・通所へと拡大



すること。駅での転落事故防止のために、ホームドアの設置と合わせて駅員を増員するよう、国、

都、鉄道事業者に求めること。  

障害者福祉手当は障がい者や難病患者にとっては命綱とも言うべき手当である。廃止した難病患

者福祉手当は直ちに復活するとともに、所得制限や年齢制限を撤廃し、精神障がい者に対しても福

祉手当を支給すること。福祉タクシー券助成制度は元に戻すこと。 

 
９．国に対し、生活保護基準の引き下げと生活保護法の改悪をやめるよう求めること。また、区の

冬の見舞金と特別対策給付金を復活すること。 

生活保護は、憲法２５条の国民の生存権を保障する制度で、国民に最低限の生活を保障するもの

である。にもかかわらず、国は３年間で生活保護の扶助費を平均６、５％引き下げるとともに、住

宅扶助費についても削減した。こうした改悪は、国民の生存権を侵害し、貧困を拡大するもので認

められない。国に対して撤回を求めること。また、家賃が高く生活保護の住宅扶助基準が低いため

区内に住み続けることが困難である。区として住宅扶助の特例基準を適用すること。 
また、生活保護基準は住民税や年金の非課税、就学援助支給世帯の基準額になっており、生活保

護を引き下げることは、これらの制度を利用している世帯にも重大な影響を与えることから、国に

中止を求めること。 
猛暑による熱中症の犠牲者が発生している。生活保護世帯では電気代が心配で、クーラーを使わ

ないで過ごしている。国と東京都にクーラー設置費用の助成を求めるとともに、区独自に支給して

いた特別対策給付金と冬の見舞金を復活すること。 
 
１０．放課後の子どもの生活の場を保障するために学童保育を実施すること。 
 子ども子育て支援新制度では、放課後保育を必要とする子どもに対して、「放課後子ども教室

事業」（全児童対策）と区別して、子どもの生活の場を保障するための学童保育を求めている。し

かし、渋谷区では、学童保育事業は行われておらず、これに代わる事業として放課後クラブが設

置されている。放課後クラブ室と区別した専用室や静養室の確保や専用室の基準面積の確保、専

任の指導員を区として配置するなど、放課後に保育を必要とする児童に対して、学童保育を実施

すること。 
 
１１．「住宅は福祉」との位置づけで区営住宅や高齢者住宅を増設すること。また、家賃補助制度

の拡充を図ること。 

「住宅は福祉」であり、地域で高齢者が安心して住み続けるため、区営住宅や高齢者住宅を計画

的に増設すること。そのために、幡ヶ谷社教館隣地の都営住宅跡地や代々木地域の公務員住宅跡地

などの公有地を取得し活用すること。 
若者向けの家賃補助については、単身者、居住継続型を復活すること。また、福祉型家賃補助の

限度額を３万円に戻し、更新料補助を復活すること。都営住宅から移管された住宅については、東

京都の家賃減免を引き継ぐ軽減策を実施すること。 
 
１２．障がい者などの福祉避難所を地域ごとに整備すること。災害時要援護者対策をさらに進め、

民間施設の備蓄品の配備、情報伝達手段の確保などの支援を強化すること。 

災害弱者の災害時の支援については、渋谷区地域防災計画に位置付け、障がい当事者の声を十分



反映させること。地域ごとに必要な福祉避難所を整備するとともに、耐震補強の必要な民間福祉施

設に対して、区の責任で早急に耐震補強工事を行い、備蓄品の配備や情報伝達手段を確保すること。 
 
１３．地域防災計画は首都直下型地震に対して、被害を最小限に食い止めるため予防を重視した計

画に改めること。また、帰宅困難者対策については、国や都、事業者と連携するとともに、区独

自にも強化すること。水害対策の充実をはかること。 

 渋谷区地域防災計画については、首都直下型地震などの災害から区民の命を守るために、区の役

割を明確にした予防第一の計画にすること。また、木造住宅の耐震補強工事を早急に進めるため耐

震補強工事費助成額を引き上げるとともに、避難者予測に見合った避難所を増設すること。東日本

大震災の教訓である福祉のまちづくりを計画的、系統的にすすめること。帰宅困難者対策について

は、事業者任せにするのではなく、国や都と連携して食料備蓄を増やすなどの対策を強化すること。

また、区民の避難所にも来街者用食料品を備蓄するとともに中小業者に対する備蓄助成を実施する

こと。避難所には、災害弱者に対応できる場所と備蓄品を確保すること。 
集中豪雨による被害があいついで発生している。水害から区民の命と財産を守るために緊急対応

窓口は一本化すること。被害状況をふまえて洪水ハザードマップを改訂し、区民に周知すること。

貯留槽、排水ポンプなどを増設し、水防対策を抜本的に強化すること。 

 
１４．小規模企業振興基本法に基づいて、地域経済を支える商店街、中小企業への支援を抜本的に

強めるため、中小企業振興基本条例を制定すること。商店街の街路灯電気代は全額補助するとと

もに、住宅簡易改修支援制度（住宅リフォーム助成制度）の拡充を図ること。公契約条例は、直

ちに労働報酬審議会を開催するとともに、中小業者とそこで働く者のくらしを守るために改善

すること。 

一昨年制定された小規模企業振興基本法は、小規模事業者は、地域の経済やコミュニティを支え

る重要な存在と位置づけている。区内の中小企業と商店街の経営はいっそう困難になっていること

から、区として商店街、中小企業への支援を抜本的に強めるため、中小企業振興基本条例を制定す

ること。また、商店街の街路灯電気代を全額補助すること。 
公契約条例は、制定後も公契約工事で労働報酬下限額を下回る事例がある。しかし、年２回開催

することになっている労働報酬審議会が、昨年は１回しか開かれていない。条例の目的を実現する

ために、労働者の賃金を掌握し、公共事業の質を良好に保つためにも、直ちに労働報酬審議会を開

くべきである。労働報酬下限額を下回る賃金で働かせることのないように、支払った賃金の報告を

求めるとともに、現場労働者の賃金調査に立ち会うなど、区としても実態を把握すること。また、

対象となる工事契約額を５０００万円まで拡大すること。 
住宅簡易改修支援制度（住宅リフォーム助成制度）を２項道路沿道の住宅や商店、中小業者も対

象とするよう要件を緩和するとともに、区内のすべての小規模施工業者に対象を広げること。中小

業者の設備投資への助成制度を実現すること。また、助成上限額を引き上げ、低所得者への補助率

を引き上げること。限度額内であれば、何度でも助成が受けられるようにすること。 
 

１５．渋谷区基本構想は、自治体本来の役割である住民福祉の向上と区の責任を明確にすることが

求められる。長期基本計画などは、十分に区民の声を反映させること。 

区は、「区がどんな２０年後を目指したいかをあらためて語りなおす」として、渋谷区基本構想



を策定しようとしている。党区議団は、区の基本的なあり方を規定する基本構想は、憲法と地方自

治法に則り、住民福祉としての自治体の役割と責任を明確にすべきものであり、地方自治の本旨に

従い、住民の声をしっかり反映したものにすべきと考える。 

しかし、区民の声を反映させる十分な機会は確保されないまま区議会で評決した。２０年前に策

定された基本構想に明記されていた住民自治の機関としての役割は消え、区民福祉の向上について

の区の責任も明確にされていない。 

長期基本計画と実施計画の策定に当たっては、主人公である区民などの意見を十分に聞き、反映

すること。 

 

１６．男女平等、多様性を尊重する社会の実現のために、すべての差別をなくす立場で、区民に理

解を広げることを基本に進めること。 

「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」は、憲法の個人の尊厳及び法の下

の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢、障害の有無などにより差別されることのない社会を実

現することが目的となっている。条例の理念を実現するために、区民、事業者への理解を広げる努

力を強めるとともに、区民や事業者の参加を広く確保して推進すること。また、区の施策は、男女

平等と多様性を尊重する社会をつくるために、あらゆる差別をなくすという意識を区民に広げ、

様々な偏見や誤解を取り除くための情報発信や区民との意見交換の場を確保すること。 
 
１７．渋谷区役所・公会堂の建替え計画については、三井不動産に区役所の土地を７０年間貸し付

け、見返りに区役所と公会堂を建てさせるやり方は白紙に戻し、住民、専門家、関係者が参加す

る検討会を設置して抜本的に見直すこと。 

三井不動産レジデンシャルなどは、庁舎の土地の一部で、容積率の緩和制限を最大限活用して、

高さ１３６メートル、３９階５０７戸もの分譲マンションを建設し、大きな利益を上げようとして

いる。新庁舎・公会堂と分譲マンションは一体計画であるにもかかわらず、区民には、区が計画全

体についても、アスベストや土壌汚染対策の詳細や費用負担など明らかにせず、どのような庁舎が

必要なのかについても区民や職員の意見さえ聞いていない。庁舎建設という区民の共有財産であり

区民サービスの拠点の整備を、民間事業者丸投げで行うことは、区民福祉に責任を負う自治体のと

るべき手法ではない。現在の区役所・公会堂の建替え計画は白紙に戻し、住民、専門家、職員など

の関係者も参加する検討会を設置して検討し直すこと。 
 
１８．大企業のための渋谷駅周辺再開発への税金投入はやめること。 

渋谷駅周辺地域は、財界戦略に沿って国の再開発特別地区やアジアヘッドクォーター特区に指定

され、外国企業を誘致するための税制優遇や容積率の規制緩和が行われる中で、東急グループが超

高層ホテルを建設するなどの大企業奉仕の再開発が進められ、住民や小規模業者が立ち退きを余儀

なくされている。 

渋谷区は、この間、渋谷駅北側通路には総額２０億円の税金投入計画をすすめている。また、本

来、東急グループやＪＲなど開発事業者が負担すべき渋谷駅南口北側自由通路整備に２０億円。さ

らに、東急不動産が主体となって進めている桜丘口再開発事業に４０億円など、総額９０億円もの

血税の投入となる。大企業のための渋谷駅周辺再開発事業に膨大な税金の投入は中止すること。 
 



 
１９．区民の憩いの場であり、防災空間である宮下公園を三井不動産の儲けのために差し出す整備

計画はやめ、区民、専門家、関係者が参加する検討会を設置すること。 

区は、渋谷駅周辺の開発と連動させて、区立宮下公園を三井不動産に定期借地させ大規模商業施

設の設置とホテル建設で大もうけさせようとしている。駅周辺の住民と来街者のかけがえのない防

災空間であり、区民の憩いの場である宮下公園を営利企業の儲けのために差し出すことは許されな

い。この間、公園用地を変更して１７階建てのホテルを建設させ、１階に駐車場を整備する当初計

画を、駐車場の１階部分をなくし商業施設を拡大する計画に変更するなど、三井不動産の儲けを最

大にするよう計画を変更している。しかも、計画を実現させるために、区民の声も聞かずに都市計

画決定を変更し便宜をはかろうとしている。 
区民の財産である宮下公園を三井不動産に貸し出し莫大な利益をあげさせる計画はやめ、区民、

専門家、関係者の参加する検討会を設け、区民参加で練り直すこと。 
 

２０、大企業の儲けのための再開発事業に奉仕する区道の廃止、付け替えはやめること。 

区は、東急ヒカリエ建設や道玄坂１丁目駅前地区再開発事業、パルコの再開発事業、東急建設の

ための神宮前６丁目地区再開発事業など、大企業の儲けのたに次々と区道を廃止し、付け替えるな

どの便宜を図っている。さらに外苑ハウスの建て替えについても、区道を拡幅するなど、大企業の

ための再開発事業に便宜をはかることは、区民福祉の機関としてやるべきでない。 
 
２１、土壌汚染が明らかとなった幡ヶ谷２丁目の防災公園整備計画は、地下水モニタリング期間が

終了し、安全性が確認できるまで工事を中止すること。整備計画については、土地の取得経過や

土壌汚染対策の詳細について、区民に説明し区民や専門家の意見を聞いて見直すこと。 

区は、土壌汚染があることが分かっていながら、幡ヶ谷２丁目の防災公園用地を鑑定価格より高

い約３２億円もの税金を投入して取得した。なぜ土壌汚染があるのに取得したのかなど取得の経過

も土壌汚染対策の詳細も、区議会にも住民にもまったく知らせず意見も聞いていない。しかも土壌

汚染対策は売り主の責任が原則なのに、取得前の土壌汚染調査費も取得後のモニタリング調査も区

民の税金で負担している。 

いま、豊洲新市場移転計画で、都は、地下水モニタリング期間終了まで移転の延期を決定してお

り、都民は、取得の経過、土壌汚染対策を変更した経過と責任、市場建設についての官製談合疑惑

など徹底した調査を求めている。 

区も、幡ヶ谷２丁目防災公園整備計画を、地下水モニタリング期間が終了するまで凍結すべきで

ある。そして、土地の取得経過や土壌汚染対策の詳細についての全情報を開示し、区民と専門家の

意見を聞いて、抜本的な見直しを行うこと。 

 
２２．伊豆・河津町の第二保養所は廃止すること。 

伊豆・河津町の第二保養所は、改修費と運営費を総額８億円の多額の税金を使ってる。しかし、

取得経過も、競売にかけられた旅館であったことも区民に明らかにせず、不透明なままである。さ

らに、今後の設備の改修や大規模修繕費用などで多額の税金を投入することは必至であり、運営・

維持費に年間約１億円以上もかかる。区民から「遠くて、交通費も高い」「税金の浪費だ」という

批判もだされている。昨年度の利用率は３４％で１億円以上の赤字である。第２保養所は廃止する



こと。 
 
２３．議員の海外視察は税金のムダづかいでやめること。 

新庁舎の議場の設計に資するためとして、一昨年区議会議員がイギリス、ベルギー、ドイツなど

を視察したことに対し、区民からは、「視察に名を借りた海外旅行」と厳しい批判の声が上がって

いたにもかかわらず、本年度は、２０２０年開催のオリンピック・パラリンピックを名目にして、

リオデジャネイロとロンドンに議員の海外視察を強行した。税金を使って議員が海外視察をするこ

とは、困難な生活を強いられている区民の納得は到底得られるものではない。「財政が厳しい」と

区民に負担増とサービス削減をしている中で、区議会議員の海外視察は税金の浪費であり行わない

こと。 

 
２４．渋谷区上空を低空で飛行し、騒音や落下物、墜落など、区民のいのちと健康を危険にさらす

羽田空港の新飛行ルート案は、白紙撤回するよう国に求めること。 

国土交通省は、２０２０オリンピック・パラリンピックによる来街者の増加とビジネスチャンス

の拡大を理由に、羽田空港を増便させるため、渋谷区上空を飛行する新飛行ルートを計画している。 
計画では、南風時（１５時～１９時）の４時間の間に使用され、西側ルートは、上空約６００ｍ

から９００ｍを１時間に１３便（約５分に１便）、東側コースでは、１時間に３１便（約２分に１

便）通過する。 

 自動車以上の騒音や氷の塊などの落下物に加え、墜落の危険も皆無ではない。そもそも、羽田空

港は、都民の命を守り安全を確保するため、人口密集地域の上空を飛行ルートから除外していた。

新飛行ルートは、区民のいのちと安全、健康を脅かすもので認められない。国に対して、新飛行ル

ートは撤回するよう求めること。 

 
２５．立憲主義と民主主義を否定した戦争法（安保法）の廃止、集団的自衛権の行使容認の閣議決

定の撤回、南スーダンＰＫＯからの自衛隊の撤退を国に申しれること。 

安倍政権は、憲法と国民多数の反対の声を踏みつけにして戦争法（安保法制）を強行した。この

法律の強行によって、国の存立の土台である立憲主義、民主主義、法の支配を根底から覆された異

常な事態が続いている。一方、戦争法廃止と立憲主義回復を求める世論と運動はさらに大きく広が

っている。 
安倍政権は、いま戦争法を発動して、南スーダンＰＫＯに派遣する自衛隊に、武器使用を拡大し

た新任務を付与しようとしている。内戦が深刻化する南スーダンは、ＰＫＯ参加５原則が成り立た

ないことは明らかである。新任務を付与した自衛隊派遣を強行すれば、戦後初めて海外の戦場で、

自衛隊員が「殺し殺される」危険に直面することになる。戦争法は直ちに廃止し集団的自衛権の行

使容認の閣議決定の撤退を政府に求めること。また、南スーダンＰＫＯへの戦争法の発動は止め、

自衛隊は直ちに撤退させ、憲法９条を生かした文民による支援に切り替えるよう政府に求めるこ

と。 
 
２６．原発ゼロ、再稼働の中止と自然・再生可能エネルギーへの転換を国に求めること。 

安倍政権は、国民の原発再稼働に反対する声を無視して、九州電力川内原発などの再稼動を行い、

さらに日本全国の原発を再稼働させようとしている。一方、国民の多数は、原発再稼働に反対して



おり、鹿児島県知事選挙に続いて、新潟県知事選挙でも原発の再稼働に反対する知事が誕生した。

司法の場でも、原発稼働中止の決定がなされている。猛暑の夏も、原発ゼロで過ごした。政府に対

し、再稼働中止、原発ゼロと自然・再生可能エネルギーへの転換を要請すること。 
   

２７．税と社会保険料の徴収強化と社会保障給付抑制のためのマイナンバー制度（税・社会保障番

号制）は、国民にとって利益は無く、逆に個人情報の漏えいの危険が拡大する。政府に中止を求

めるとともに、区として活用の拡大をしないこと。 

 政府は、税や社会保険料の徴収強化とともに「社会保障個人会計」を実施して社会保障給付の抑

制を狙っている。また、マイナンバーに様々な機能を持たせる「ワンカード化」を進めることで、

大企業はビジネスチャンスを拡大しようとしている。 
情報漏えいを防ぐ完全なセキュリティは不可能であり、世論調査でも８割が不安と答えている。

アメリカでは、年間９００万件を超えるなりすまし犯罪が起こり、制度を廃止するなど、Ｇ８参加

国で導入している国は他にない。 
政府に中止を求めるとともに、区としての活用の拡大はしないこと。 

 
２８．労働法制の改悪に反対し、ブラック企業規制法やブラックバイト規制法を制定するなど、人

間らしく働ける労働者保護の労働法制の確立を国に求めること。 

安倍政権は、労働者派遣法の改悪を強行採決し、さらに「不払い残業」を合法化する「ホワイト

カラーエグゼンプション」、金さえ出せば使用者の都合で解雇できる解雇自由の労働法制の大改悪

を進めようとしている。これは、すべての労働者に低賃金、長時間労働を一層蔓延させ、使い捨て

雇用を拡大し、格差と貧困を拡大するものである。 
いま必要なのは、派遣労働を原則禁止し、長時間労働を規制し、最低賃金を大幅に引き上げるな

ど、人間らしく働ける雇用のルールを確立し、若者を使い捨てにするブラック企業やブラックバイ

ト規制法を制定することである。 
労働法制の改悪に反対するとともに、労働基準法を改正して残業時間の上限を年間３６０時間以

内とし法律で厳しく規制すること。また次の労働時間までの間に一定時間の休息時間を設ける「イ

ンターバル規制」導入するとともに、ブラック企業規制法、ブラックバイト規制法の制定を国に求

めること。区として、常設の相談窓口を設置すること。 
 

２９．環太平洋連携協定（ＴＰＰ）は、農林水産業に壊滅的な打撃を与え、食料の自給と安全をは

じめ、区民の暮らしに重大な影響をもたらすものである。ただちに撤退するよう国に求めるこ

と。 

安倍政権は、国会にも国民にも交渉過程を一切明らかにしないままＴＰＰの批准を強行しようと

している。政府は国会決議で「守る」と約束した「主要５品目」のコメや小麦などの輸入枠を大幅

に拡大し、牛肉・豚肉などの関税を大幅に切り下げるなど、国会決議を踏みにじっている。さらに、

野菜・果物は軒並み関税を撤廃するなど、これまで関税を撤廃したことのない農林水産物８３４品

目の半分以上の関税を撤廃する。まさに日本の農業に壊滅的打撃を与える譲歩を繰り返したことが

明らかになった。しかも、政府のＴＰＰによる影響試算が、裏金である「輸入調整金」（ＳＢＳ）

により不当に引き下げられてきた輸入米の価格をもとに行われていたことが発覚しているのに再

調査もしないなど、国会も国民も二重三重に欺いて強行しようとしている。 



また、ＴＰＰは、食品安全の規制緩和、公共工事のアメリカ企業への大幅な開放、アメリカの保

険会社のために国民皆保険制度を破壊する混合診療の大幅拡大など、「食と農」ばかりか医療の分

野などにその影響がおよび、地域経済・雇用・内需は大打撃を受け日本経済を破壊するものである。

国に対し、ＴＰＰ交渉の全過程を明らかにするとともに、批准を行わないよう求めること。 
 
３０．沖縄県名護市辺野古への新基地建設を断念し、普天間基地の無条件撤去、沖縄東村高江の米

軍オスプレイヘリパットの建設強行の中止を求めること。また、沖縄などへのオスプレイ配備は

撤回し、横田基地などへの配備もやめるよう国に求めること。 

安倍政権が進めてきた沖縄県名護市辺野古への米軍新基地建設に反対する知事が誕生し、沖縄選

出のすべての国会議員が新基地反対の議員となるなど、沖縄県民の意思は明確に示されている。沖

縄県民の声を踏みにじって新基地建設を強行することは民主主議の国では許されない。辺野古への

新基地建設に反対し、世界一危険な米軍普天間基地の無条件返還を国に求めること。また、わずか

な北部訓練場の返還と引き換えに、その何倍もの地域を爆音被害と墜落の危険にさらす米軍オスプ

レイパッドの建設を、住民の反対や法も無視して強行していることは許されない。政府に建設の中

止を求めること。 
米軍は沖縄・普天間基地に欠陥輸送機オスプレイを配備するとともに、日本全土で訓練できるよ

うにしており、日本全土が危険な状態におかれることになる。オスプレイの訓練では、既に厚木基

地も使用されており、横田基地への配備も行われようとしている。オスプレイの墜落の危険性への

不安はますます高まっている。 
沖縄や横田など米軍基地へのオスプレイ配備は撤回するよう国に求めること。 
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